
 

 

 

 10 月 27 日投開票で総選挙が行われます。昨年 10 月からスタートしたインボイス

登録者の 13 ㌫が『消費税の申告していない』ことが判明しています。税務署は躍

起になって『申告』させようとしています。はがきや電話作戦で『もれなく、消費

税取り立て』が、狙いのようです。もともと【福祉のため】と導入された消費税で

すが、実際、福祉は削られ、大企業の法人税の減税に使われていることは、明らか

です。総選挙で私たちの声を取り上げてくれる日本共産党の議員を増やし、金権腐

敗政治の根絶と『消費税減税に踏み出す一歩』を実現させましょう。 

続いて行われる『知事選挙』では、おおさわ候補を応援して、県政を私たちの手に

取り戻しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週火曜日/午前中・開催しています。 
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10 月 21 日号 

無料法律相談は 

11月 15日(金曜日) 

午後 2 時です。予約制 

税務調査の報告 

① 大工さんの税務調査は、第 2 回目が 10 月 1 日に行われ、資料の提出で『外注さんの請

求書・金の流れ』など、しつこく確認され【仕入れ税額控除の否認】という言葉を連発

して【消費税の税額控除の中身は厳しい】と言い放ち、調査の中で不備は認めるが『全

部というわけにいかない』と署員【熟練と若手】が 2 名来て「検討させてもらいます。」

と帰り、今、尚検討中で、闘いはこれからです。 

② 防水工事の男性は、10 月からのインボイス登録し【消費税】を納めていますが、申告の

確認をしたいと、調査の日程調整中です。 

③ 長田税務署管内の建築関係の調査では、9 月中ごろから事前通知と言いつつ、自宅に 2

回来られています。帳簿など見直し中で、まだ、署員とは会っていません。 

 

10 月の入会者㊤ 

 




